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第1章 計画の概要 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 泉 町 総 合 計 画 



年度 H29 H30 R１ R２ R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

(国) 

健康日本 21 

             
第二次計画 第三次計画 

             
(県) 

健康いわて 21 プラン 

             
第２次計画 第３次計画 

             
(平泉町) 

平泉町総合計画 

             
第 5 次計画 第 6 次計画 

             
(平泉町) 

 健康ひらいずみ 21 

             
第 2 次計画 第 3 次計画(～R17) 

 第            

 



第２章 町の現状・第２次計画

の評価 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



第３章 計画の 

基本的な方向 
 



 

 

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

２ 健やかな日常生活を送るために必要な機能の維持及び向上 

３ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

第４章 施策の内容 
 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 



 



  



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第５章 計画の推進 

  



 

 

 



 



 



資料編 

  



 



 



 



 



 



(趣 旨) 

第１条  この規程は､平泉町の健康づくり対策を推進し､健康で豊かな明るい町を作るため､平泉

町健康づくり推進協議会(以下｢協議会｣という｡)を設置する｡ 

(所 掌) 

第２条  協議会の所掌事項は､次のとおりとする｡ 

（１） 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画に関すること｡ 

（２） 健康づくりに関する知識啓蒙普及に関すること｡ 

（３） 保健活動地区組織に関すること｡ 

（４） その他健康づくりの推進に関すること｡ 

(組 織) 

第３条  協議会は､委員 20 名以内を以って組織し､健康づくり活動の推進関係者のうちから､町長

が任命する｡ 

２  委員の任期は､２年とする｡ただし､欠員が生じた場合における補欠委員の任期は､前任者の残

任期間とする｡ 

(会長及び副会長) 

第４条  協議会に会長及び副会長を置き､委員の互選によりこれを定める｡ 

２  会長は､会務を総理し､会議の議長となる｡ 

３  会長に事故があるとき､又は会長が欠けたときは副会長が職務を代理する｡ 

(会 議) 

第５条  協議会は､必要に応じて町長が招集する｡ 

２  協議会は､委員の半数以上が出席しなければ､開くことができない｡ 

３  協議会は､出席委員の過半数で決し､可否同数の場合は議長の決するところによる｡ 

(庶 務) 

第６条 協議会の庶務は､保健センターにおいて処理する｡ 

(補 則) 

第７条 この規程に定めるもののほか､協議会の運営に関し必要な事項は､別に定める｡ 

附 則 

１  この訓令は､昭和 59 年４月１日から施行する｡ 

２  この訓令の施行の際現に平泉町健康づくり推進協議会の委員である者の任期は､昭和 59 年４

月 30 日までとする｡ 
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